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市第70号議案 

   横浜市知的障害者生活介護型施設条例の一部改正 

 横浜市知的障害者生活介護型施設条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

   平成22年12月３日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市知的障害者生活介護型施設条例の一部を改正する 

条例 

 横浜市知的障害者生活介護型施設条例（平成15年３月横浜市条例

第16号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項中「知的障害者生活介護型施設（」の次に「次条第

２項を除き、」を加える。 

第２条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「

第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 横浜市つたのは学園は、前項に定めるもののほか、法第77条第

３項の規定に基づき、居宅においてその介護を行う者の疾病、就

労その他の理由により、一時的な施設の利用（宿泊を伴わないも

のに限る。）を必要とする知的障害者に必要な介護その他の便宜

の供与（以下「日中一時支援」という。）を行う。 

第６条第１項第２号中「又は第２項」を「から第３項まで」に改

める。  

 第９条第１項中「生活介護又は」を「生活介護若しくは」に改め
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、「実費相当額」の次に「又は日中一時支援に係る通常要する費用

につき市長が定める基準により算定した額及び食事の提供等に係る

実費相当額を基準として市長が定める額」を加える。 

   附 則 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

  

   提 案 理 由 

 横浜市つたのは学園において日中一時支援を実施する等のため、

横浜市知的障害者生活介護型施設条例の一部を改正したいので提案

する。 
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 参  考  

   横 浜 市 知 的 障 害 者 生 活 介 護 型 施 設 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                   （下 段  現  行）  

（ 設 置 ） 

第 １ 条  知 的 障 害 者 （ 知 的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 37 号 ） に

い う 知 的 障 害 者 の う ち 18 歳 以 上 で あ る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） に

対 し 、 障 害 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 17 年 法 律 第 123 号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。） 第 ５ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 生 活 介 護 （ 以 下 「 生 活 介 護 」 と

い う 。） そ の 他 の 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 し 、 も っ て 知 的 障 害 者 の 福 

                       次 条 第 ２ 項 を 
祉 の 増 進 を 図 る た め 、 知 的 障 害 者 生 活 介 護 型 施 設 （ 
 

 除 き 、 
以 下 「 施 設 」 と い う 。） を 設 置 す る 。 

 

  （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 事 業 ）   

第 ２ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  横 浜 市 つ た の は 学 園 は 、 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 77 条 第 
 

 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 居 宅 に お い て そ の 介 護 を 行 う 者 の 疾 病 、 就 
 

 労 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 一 時 的 な 施 設 の 利 用 （ 宿 泊 を 伴 わ な い も 
 

 の に 限 る 。） を 必 要 と す る 知 的 障 害 者 に 必 要 な 介 護 そ の 他 の 便 宜 
 

 の 供 与 （ 以 下 「 日 中 一 時 支 援 」 と い う 。） を 行 う 。 
 

３             第 １ 項 
 横 浜 市 中 山 み ど り 園 は 、    に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 ５ 条 

２             前 項 

 第 13 項 に 規 定 す る 自 立 訓 練 （ 以 下 「 自 立 訓 練 」 と い う 。） を 行 う   

 。  

４ 
（ 本 文 省 略 ） 

３ 

５  前 各 項 
     の 事 業 は 、 知 的 障 害 者 を 対 象 と し て 行 う も の と す る 。 
４  前 ３ 項 

 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 
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第 ６ 条  次 に 掲 げ る 横 浜 市 つ た の は 学 園 及 び 横 浜 市 中 山 み ど り 園 （

以 下 「 横 浜 市 つ た の は 学 園 等 」 と い う 。） の 管 理 に 関 す る 業 務 は

、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定

に よ り 、 指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 以 下 同

じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

        か ら 第 ３ 項 ま で 
 (2)  第 ２ 条 第 １ 項        に 規 定 す る 事 業 の 実 施 に 関 す る 

       又 は 第 ２ 項 

  こ と 。  

   （ 第 ３ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 利 用 料 金 ） 

第 ９ 条  横 浜 市 つ た の は 学 園 又 は 横 浜 市 中 山 み ど り 園 を 利 用 す る 者

（ 知 的 障 害 者 福 祉 法 第 15 条 の ４ の 規 定 に よ り 利 用 す る 者 を 除 く 。

） は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 法 第 29 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ 

  生 活 介 護 若 し く は 
た         自 立 訓 練 に 係 る 費 用 の 額 及 び 同 条 第 １ 項 に 定     
 生 活 介 護 又 は              

            又 は 日 中 一 時 支 援 に 係 る 通 常 要 す る 費 
め る 特 定 費 用 の 実 費 相 当 額 
 

用 に つ き 市 長 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 額 及 び 食 事 の 提 供 等 に 
 

係 る 実 費 相 当 額 を 基 準 と し て 市 長 が 定 め る 額 
                    の 範 囲 内 で 指 定 管 理 
 

者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額 の 当 該 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利

用 料 金 」 と い う 。） を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

     


